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建設業における災害防止のポイント
■元方事業者・関係請負人それぞれ役割に応じたリスクアセスメントの実施の徹底
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   要綱の徹底、足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策の徹底、フルハーネス型
   墜落制止用器具の普及促進）
■「見える化」の積極的な取組による、労働者の安全意識の向上、安全活動の活性化の徹底
■建設資材等のトラック積込み、積卸し時における荷台からの墜落・転落災害防止の徹底
■熱中症予防対策の徹底
■解体・改修工事等における石綿ばく露防止対策の徹底
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図 労働災害による死亡者数の年次別推移

図 死傷者数の年次別推移

建設業

建設業の死傷者数は、図 のとおり、長期的には減少傾向にあって、平成 年は過去最少の 人となり、全産業に占め

る比率も ％と過去最少を記録した。
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建設業の死亡者数は、図１のとおり、昭和 年に 人を記録して以降、増減を繰り返しながらも長期的に減少傾向を示
している。平成 年以降は減少が続き、平成 年は６人となったが、平成 年は 人に増加した。
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２　工事種別の災害発生状況

死亡災害工事種別

土木工事業
建築工事業

死亡者
人

全産業

図 平成 年 建設業･工事種別の死傷者

図 平成 年 建設業･工事種別の死亡者 （参考） 平成 年 全産業･業種別の死亡者

（参考） 平成 年 全産業･業種別の死傷者

工事種別の死亡者数は、図 のとおり、土木工事業が４人 ）、建築工事業 木造家屋建築工事業を除く と木造家屋建

築工事業が３人 ）であった。

工事種別の死傷者数は、図 のとおり、建築工事業（木造家屋建築工事業を除く）が 人と最も多く建設業全体の ％を

占め、次いで土木工事業の 人（ ）、木造家屋建築工事業が 人（ ）、その他の建設業 人（ ）の順であっ

た。この内訳の比率は前年までとほぼ同じであった。

平成 年以降における工事種別の死亡者推移は、図 のとおりであった。
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３　事業規模別の災害発生状況

                                                   

４　年齢階層別の災害発生状況

図3-2 平成30年 規模別の死傷者図3-1 平成30年 規模別の死亡者

事業場規模別の死亡者数は、図3-1のとおり、事業場規模10人未満が５人（50.0%）となった。

事業場規模別の死傷者数は、図3-2のとおり、10名未満の事業場が412人と最も多く建設業全体の56.7％を占

め、次いで事業場規模10～29人の209人（28.7%）、30～49人の67人（9.2%）の順であり、建設業の死傷災害全体の

94.6％が規模50人未満の事業場において発生している。(※３人について規模不明)

年齢階層別の死亡者数は、図4-1のとおり、50歳代が３人で最も多かった。

年齢階層別の死傷者数は、図4-2のとおり、40歳代が161人と最も多く全体の22.1％であった。 続いて20歳代154

人(21.2%)、50歳代133人(18.3%)であった。

図4-1 平成30年 年齢階層別の死亡者 図4-2 平成30年 年齢階層別の死傷者
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５　経験年数別の災害発生状況

６　現場入場日数別の死亡災害発生状況

図5－1 平成30年 経験年数別の死亡者

経験年数別の死亡者数は、図5-1のとおりであり、平成30年においては、経験年数20年以上の者が５人で全体の

半数を占めた。

死傷者数は、図5-2のとおり、１0年以上20年未満が130人と最も多く全体の17.9％を占めた。また、図5-3のとお

り、平成30は、10年以上のベテランの死傷者全体に占める割合が50％を下回り、３年未満の死傷者全体に占める割

合が30％を超えた。

図5－2 平成30年 経験年数別の死傷者

現場入場日数別の死亡災害発生状況は、図6-1のとおり、入場１日目に４人が亡くなっている。現場入場後２～７日

の死亡も２人であったので、入場１週間以内の死亡者数は６人（60.0％)となった。

工事種別発生状況は、図6-2のとおりであった。

図6－１ 平成30年 現場入場日数別死亡者 図6－2 平成30年 工事種別現場入場日数別死亡者
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７　事故の型別の災害発生状況

８　起因物別の災害発生状況

事故の型別災害の死亡者数は、図7-1のとおりであった。なお、最多は｢墜落、転落」で４人(40.0%)であった。

事故の型別災害の死傷者数は、図7-2のとおり、「墜落、転落」が221人（30.4%）と最も多く全体の約３割を占めた。以

下、多い順から「転倒」が87人（12.0%）、｢飛来、落下｣が73人(10.0%)、「はさまれ、巻き込まれ」70人（9.6%）、｢切れ、こすれ｣

69人（9.5%）、「激突され」50人(6.9%)、｢動作の反動、無理な動作｣42人（5.8%）であった。

平成30年の「墜落、転落」は、死亡者数が平成29年の１人から４人に増加、また、死傷者数は平成29年の235人から221

人に減少という状況であった。

図7-1 平成30年 事故型別の死亡者 図7-2 平成30年 事故型別の死傷者

図8-1 平成30年 起因物別の死亡者 図8-2 平成30年 起因物別の死傷者

起因物別の死亡者数は、図8-1のとおりであった。

死傷者数においては、「墜落、転落」が多いことにより、起因物としても「仮設物、建築物、構築物等」が最も多く、222人

で全体の30.5％を占めていた。２番目以降は、「用具」93人（12.8%）、「材料」75人（10.3%）、「動力運搬機」と「建設機械等」

が52人(7.2%)の順であった(図8-2）。脚立、はしご、ロープ等は「用具」の分類に含まれる。
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９　木造家屋等建築工事における災害発生状況

図9-1木造家屋建築工事における死亡者数推移 （平成15年～平成30年）

木造家屋等建築工事における死傷者数は、図9-2のとおり、事故の型別では、｢墜落、転落｣が50人と最も多く全体の
42.4％を占めており、2番目以降は、｢切れ、こすれ」と「転倒」が16人(13.6%)、「飛来、落下」と｢激突｣が６人（5.1%）であっ
た。
起因物別では、図9-3のとおり、「仮設物、建築物、構築物等」の死傷者数が55人と最も多く全体の46.6％を占めてお
り、２番目以降は、「用具」15人（12.7%）、「木材加工用機械」と「材料」が９人(7.9%)の順となった。

平成30年の木造家屋等建築工事における死亡者数は、３人であった。
死傷者数は、図9-1のとおり、長期的に減少傾向にあるが、平成30年は過去最少だった前年より６人増加した。
なお、木造家屋等建築工事における平成15年以降の死亡者38人について事故の型をみると、「墜落、転落」が27人で
あり死亡者全体の7１．1％を占めている。
木造家屋等建築工事における重篤な災害を防止するには、墜落防止対策の徹底が最も優先度が高いことから、建方
作業に先行して足場を設置する「足場先行工法」の実施が重要である。(望ましい足場の設置基準、施工手順及び留意
事項等が示された『足場先行工法に関するガイドライン』が平成18年２月に改正されている。）

図9-2 平成30年 事故の型別の死傷者 図9-3 平成30年 起因物別の死傷者
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10　公共工事等における災害発生状況
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図10-１ 公共工事等における死亡者数・比率

平成30年の建設業における死亡者10人のうち、公共工事等で発生したのは、３人（30.0%）であった。

図10-2 平成30年 発注者別死亡者

図10-3 公共工事等における事故型別の死傷者

平成30年の公共工事等における死傷者は52人であり、建設業全体(727人）の7.2％を占めた。公共工事

等における発注者別の内訳は、国１人、地方公共団体（県および市区町村）39人、公団等12人であった。

工事種別の内訳は、土木工事業が37人、建築工事業が11人、その他の建設業が４人であった。
平成30年の公共工事等における死傷者52人について、事故の型別では、「墜落、転落」が15人（28.8%）と
最も多く、２番目以降は、「崩壊、倒壊」８人(15.4%)、「飛来、落下」５人(9.6%)、「転倒」、「激突され」、「はさま
れ、巻き込まれ」の４人(7.7%)、となった。
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11　月別の死亡・死傷災害発生状況

　

29年
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5年合計

建設業以外
建設業

12　熱中症災害発生状況

過去 年間の月別死亡災害発生状況（ 年間月別累計）は、図 のとおりであった。

図 月別の死亡災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

図 月別の死傷災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

過去 年間の月別死傷災害の発生状況（ 年間月別累計 は、図 のとおりであり、 月、次に３月に多く発生した。
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過去 年間の建設業、建設業を除く全業種の死亡及び休業 日以上熱中症の発生状況は、図 のとおりである。

熱中症による死亡災害については、 年に 人発生して以来、３年間発生していなかったが、 年は４人発生した。

その内 人は建設業において発生した。

厚生労働省は、災害防止団体とともに、熱中症予防の徹底を図ることを目的として、令和元年 月 日から 月 日ま

での期間を「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開している。

人 

熱中症を予防するために

①冷房を備えた休憩場所、日陰など

の涼しい休憩場所を確保する。

②氷、冷たいおしぼりなどの身体を

適宜に冷やすことのできる物品や設

備を配置する。塩及び飲料水を備え

る。

③暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を活用する。

（ＷＢＧＴ値：温度、湿度、輻射熱の３

つを取り入れた指標）

④日常の体調管理を徹底し、脱水症

状を起こす誘因になりかねない作業

前日の夜遅くまでの深酒を避け、作

業に備えた十分な睡眠を確保する。

11　月別の死亡・死傷災害発生状況

　

29年
30年

5年合計

建設業以外
建設業

12　熱中症災害発生状況

過去 年間の月別死亡災害発生状況（ 年間月別累計）は、図 のとおりであった。

図 月別の死亡災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

図 月別の死傷災害発生状況（平成 年～平成 年（過去 年）の月別累計）

過去 年間の月別死傷災害の発生状況（ 年間月別累計 は、図 のとおりであり、 月、次に３月に多く発生した。

5 
6 

4 4 

1 

4 

7 

3 
2 

4 
5 

2 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

人 
 

328 331 
359 

284 301 
344 370 

312 338 338 348 
263 

-50

50

150

250

350

450

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

人 
 

図 平成 年～平成 年 熱中症災害発生状況 （年別死傷災害発生状況）

10 
22 16 17 

64 

7 

4 
5 

12 

10 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

26年 27年 28年 29年 30年 

建設業 建設業以外 

29 

7

26 
21 17 
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過去 年間の建設業、建設業を除く全業種の死亡及び休業 日以上熱中症の発生状況は、図 のとおりである。

熱中症による死亡災害については、 年に 人発生して以来、３年間発生していなかったが、 年は４人発生した。

その内 人は建設業において発生した。

厚生労働省は、災害防止団体とともに、熱中症予防の徹底を図ることを目的として、令和元年 月 日から 月 日ま

での期間を「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」を展開している。

人 

熱中症を予防するために

①冷房を備えた休憩場所、日陰など

の涼しい休憩場所を確保する。

②氷、冷たいおしぼりなどの身体を

適宜に冷やすことのできる物品や設

備を配置する。塩及び飲料水を備え

る。

③暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を活用する。

（ＷＢＧＴ値：温度、湿度、輻射熱の３

つを取り入れた指標）

④日常の体調管理を徹底し、脱水症

状を起こす誘因になりかねない作業

前日の夜遅くまでの深酒を避け、作

業に備えた十分な睡眠を確保する。

１月

９時頃

２月

10時頃

４月

14時頃

土木工事業
公共

１～９名

土木工事業
公共

１０～２９名

建築工事業
民　　間
１～９名

番号

発生月
業　　種

起 因 物

発注関係

発生時刻
事業場規模 事故の型

（発生状況）
　被災者は、解体工事現場において現場に隣接した公道
（６ｍ道路　最大傾斜６度）に車両後部を突き合わせて
縦列駐車した２台のトラックの間に立ち資材を搬入する
ための準備を行っていたところ、同僚が４トントラック
を誤操作し、４トントラックの後部あおりと３トント
ラックの後部荷台あおりとの間に胸部をはさまれたも
の。

（災害防止のポイント)
①動く危険のある車両の周囲には立ち入らせないこと。
②危険予知訓練等の安全教育を徹底すること。
③傾斜地での駐車に際して、輪止めの設置を徹底させる
こと。
④自動ブレーキ等安全運転支援システム搭載車の導入を
検討すること。

トラック

はさまれ、
巻き込まれ

立木等

飛来、落下

移動式クレーン

はさまれ、
巻き込まれ

発　生　状　況

災害防止のポイント

（発生状況）
　護岸工事の工事用道路を敷設するにあたり、支障とな
る立木（高さ約20ｍ、幹の直径約30ｃｍ）を伐木する作
業を行っていた被災者が、地上高さ約80センチメートル
の箇所をチェーソーで切断していたとき、幹が途中から
裂け、隣接する立木に倒れかかり、その立木との間には
さまれたもの。

（災害防止のポイント）
①立木を伐倒する際には、立木の径や性状に応じ、受け
口を確実に設けること。
②適切な退避場所を選定すること。
③立木の性状、作業場所の状況等に応じた作業手順を定
めること。

（発生状況）
　クレーン機能付きドラグショベルを使用してトラック
の荷台に積まれたＨ鋼を資材置場に卸す作業中、被災者
（玉掛作業者）が傾いたＨ鋼に駆け寄った際、転倒し、
重機前方に倒れたとき、つり荷（Ｈ鋼）がクランプから
外れて重機の運転席に落下して操作レバーに当ったた
め、重機が前進し被災者を轢いたもの。

（災害防止のポイント）
①玉掛は、十分な知識、技能を有する者に行わせるこ
と。
②玉掛用具の適正な選定とその使用の徹底を図ること。
③移動式クレーン機能付きドラグショベルを使用し、荷
の積卸を行う場合には、確実に、移動式クレーンモード
に切り替えて作業を行わせること。
④車両系建設機械を用いて作業を行う場合には、適切な
作業計画を定めること。

平成 年における建設業の死亡災害の概要
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平成 30年における建設業の死亡災害の概要13



６月

12時頃

７月

12時頃

８月

13時頃

4

土木工事業
民　間

10～29名

混合機、粉砕機

はさまれ、
巻き込まれ

（発生状況）
　被災者は、セメントミキサーのドラム内部で清掃を行っ
ていたところ、同僚の作業員(外国人)がポンプ作動ボタン
と間違えてプラント作動ボタンを押したため、回転した撹
拌翼に足を巻き込まれたもの。

（災害防止のポイント）
　セメントミキサーのドラム内部で清掃作業を行う場合に
は、①プラントの電源を切り、操作盤の扉を施錠した上で
行う等、他の労働者がプラントを作動することができない
ようにすること。
②作業の性質上①の措置ができない場合には、監視人を配
置する又は内部で作業中である旨を表示すること。
③適切な作業標準を定め、周知・教育すること。
④外国人労働者が取り扱う可能性がある場合には、注意書
きや操作盤の表示に母国語を併記する等の配慮を行うこ
と。
⑤製造者において、ドラムの扉が開いている場合にはプラ
ントが作動しない機構を採用する等、誤操作に対する対策
を検討させること。

5

建築工事業
民　　間
１～９名

高温、低温環境

高温・低温の
物との接触

（発生状況）
　個人住宅の２階ベランダ改修工事のために防水工事を
行っていた被災者が熱中症を発症して倒れたもの。

（災害防止のポイント）
①塩及び飲料水を備え付けること。
②涼しい休憩場所を確保すること。
③暑さ指数（ＷＢＧＴ値）を活用し、予防対策を講じるこ
と。
④健康管理、熱中症予防教育を実施すること。
⑤緊急時の措置を定め周知徹底すること。

6

土木工事業
公　共

30～49名

足場

墜落、転落

（発生状況）
　つり足場の解体作業中、水平つなぎを取り外すために手
すりに昇って作業していたところ、10メートル下の敷鉄板
上に墜落したもの。

（災害防止のポイント）
①足場の（組立）解体作業を行う場合には、墜落制止用器
具を確実に使用すること。
②作業主任者に墜落制止用器具の確実な使用を監視させる
こと。
③作業手順が守られるよう、教育や現場での指示を徹底す
ること。

番号

発生月 業　　種
起 因 物 発　生　状　況

災害防止のポイント
発注関係

発生時刻
事業場規模 事故の型
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10月

13時頃

11月

14時頃

11月

13時頃

12月

18時頃

番号

発生月
業　　種

起 因 物 発　生　状　況

災害防止のポイント
発注関係

発生時刻
事業場規模 事故の型

8

建築工事業
民　間

１～９名

足場

墜落、転落

（発生状況）
　地面から1.5メートルの一側足場上で左官作業を行っ
ていたが、地面から1.5メートル下の隣接する川岸の段
差に墜落し、さらにその1.9メートル下の川に墜落した
もの。

（災害防止のポイント）
　本件は、一側足場に係る墜落災害である。
①可能な限り幅40センチメートル以上の足場板を設置す
ること。
②中さんを設置すること。
③墜落制止用器具を着用・使用させること。
④適切な作業手順書を作成すること。
⑤安全教育を実施すること。

7

建築工事業
民　間

10～29名

屋根、はり、もや、け
た、合掌

墜落・転落

（発生状況）
　工場のスレート屋根の明かり取り部を交換する作業を
行っていた被災者が、スレート屋根を踏み抜いて高さ
5.2メートル下のコンクリート床に墜落したもの。

（災害防止のポイント）
①スレート等の材料でふかれた屋根の上で作業を行うと
きは、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を
張る等の措置を講ずること。
②現場の状況に応じた作業手順書を作成し、周知・徹底
させること。

10
建築工事業

民　間
100～299名

乗用車、バス、
バイク

交通事故

（発生状況）
　出張先の海外において、乗用車で高速道路を移動中、セン
ターラインをはみ出した対向車両のバスと正面衝突したもの。

9

建築工事業
民　間
1～９名

足場

墜落、転落

（発生状況）
　高さ3.1メートルの一側足場上で躯体ベランダの塗装
作業中、2.3メートル下のウッドデッキ上に墜落し、反
動でさらに0.8メートル下の地面に墜落したもの。

（災害防止のポイント）
①足場作業床の端に手すり等を設置すること。
②墜落の危険のある開口部をなくすこと。
③高所作業に際しては、保護帽を着用させること。
④元請が点検を確実に行うことにより足場の変更につい
て把握し、法令等に適合した足場を関係労働者に使用さ
せること。
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１４ 

『神奈川労働局 第１３次労働災害防止推進計画』の概要
 
 

神奈川労働局 平成 年確定値

＊ 年度～ 年度（ か年計画）

＊ 年までに、神奈川県内の労働災害による死亡者数を ％以上減少（ 年比）

＊ 年までに、神奈川県内の労働災害による死傷者数を ％以上減少（同上）

【 年（比較基準年）：死亡者数 人、死傷者数 人】

【 年（最 終 目 標）：死亡者数 人以下、死傷者数 人以下】

（１）死亡災害の撲滅を目指した対策の推進

（２）過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進

（３）就業構造の変化及び働き方の多様化に対応した対策の推進

（４）疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

（５）化学物質等による健康障害防止対策の推進

（６）企業・業界単位での安全衛生の取組の強化

（７）安全衛生管理組織の強化及び人材育成の推進

≪死亡者数≫ ≪死傷者数≫

30 29 28 27 26 25

34

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
  

6,551 

6,485 6,419 6,353 6,287 6,223 

6 , 9 2 0

5 , 4 0 0
5 , 6 0 0
5 , 8 0 0
6 , 0 0 0
6 , 2 0 0
6 , 4 0 0
6 , 6 0 0
6 , 8 0 0
7 , 0 0 0

2017年2018年2019年2020年2021年2022年
  

（点線のグラフは 年計画策定時の最終目標までの指標数値）

７つの重点事項

 

計画期間

 

計画の全体目標

 

年目標への各年の具体的数値目標
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（厚生労働省のパンフレットからの抜粋） 
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２０ 建設業の交通労働災害の防止対策
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建設業の交通労働災害の防止対策20
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署　　　名 管轄区域 郵便番号 住　　　　　　　所 電話番号

横浜南労働基準監督署
横浜市（中区、南区、磯子
区、港南区、金沢区）

横浜市中区北仲通5-57
横浜第2合同庁舎9階

安全衛生課

代表 211-7374

鶴見労働基準監督署
横浜市（鶴見区(扇島（川
崎南管轄)を除く）)

横浜市鶴見区鶴見中央2-6-18

川崎南労働基準監督署
川崎市（川崎区、幸区）、
横浜市鶴見区扇島

川崎市川崎区宮前町8-2

川崎北労働基準監督署
川崎市（中原区、宮前区、
高津区、多摩区、麻生区）

川崎市高津区溝口1-21-9
安全衛生課

代表 820-3181

横須賀労働基準監督署
横須賀市、三浦市、逗子
市、葉山町

横須賀市新港町1－8
横須賀地方合同庁舎5階

横浜北労働基準監督署
横浜市（西区、神奈川区、港
北区、緑区、青葉区、都筑
区）

横浜市港北区新横浜3-24-6
横浜港北地方合同庁舎3階

安全衛生課

代表 474-1251

平塚労働基準監督署
平塚市、伊勢原市、秦野
市、大磯町、二宮町

平塚市浅間町10-22
平塚地方合同庁舎3階

藤沢労働基準監督署
藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉
市、寒川町

藤沢市朝日町5-12
藤沢労働総合庁舎3階

小田原労働基準監督署
小田原市、南足柄市、足柄
上郡、足柄下郡

小田原市浜町1-7-11

厚木労働基準監督署
厚木市、海老名市、大和
市、座間市、綾瀬市、愛甲
郡

厚木市中町3－2－6
厚木Ｔビル5Ｆ

相模原労働基準監督署
相模原市
（旧 津久井郡を含む）

相模原市中央区富士見6-10-10
相模原地方合同庁舎4階

横浜西労働基準監督署
横浜市（戸塚区、栄区、泉
区、旭区、瀬谷区、保土ヶ谷
区）

横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7
保土ヶ谷駅ビル4階

労働基準監督署一覧

神奈川労働局労働基準部 安全課
〒 横浜市中区北仲通 横浜第 合同庁舎

電話 （ ） （ ）

働く方々の一人一人がかけがえのない存在であり、それぞれの事業場において、一人の被災者も

出さないという基本理念の下、働く方々の一人一人がより良い将来の展望を持ち得るような社会とし

ていくためには、日々の仕事が安全で健康的なものとなるよう、不断の努力が必要である。 

また、一人一人の意思や能力、そして置かれた個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択す

る社会への移行が進んでいく中で、従来からある単線型のキャリアパスを前提とした働き方だけでな

く、正規・非正規といった雇用形態の違いにかかわらず、副業・兼業、個人請負といった働き方におい

ても、安全や健康が確保されなければならない。 

さらに、就業構造の変化等に対応し、高年齢労働者、非正規雇用労働者、外国人労働者、障害者で

ある労働者の安全と健康の確保を当然のこととして受け入れていく社会を実現しなければならない。 

労働災害防止計画が目指す社会



令和元年版 ( 平成 30 年労働災害のとりまとめ）

神奈川県下における
建設業労働災害の現状と対策

誰もが安心して健康に働くことが
できる労働環境を実現する 

（第 13 次労働災害防止計画スローガン）

建設業労働災害防止協会神奈川支部

建設業における災害防止のポイント
■元方事業者・関係請負人それぞれ役割に応じたリスクアセスメントの実施の徹底
■墜落・転落災害防止対策の徹底
　（足場に係る改正労働安全衛生規則の順守、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進
   要綱の徹底、足場の設置が困難な屋根上作業での墜落防止対策の徹底、フルハーネス型
   墜落制止用器具の普及促進）
■「見える化」の積極的な取組による、労働者の安全意識の向上、安全活動の活性化の徹底
■建設資材等のトラック積込み、積卸し時における荷台からの墜落・転落災害防止の徹底
■熱中症予防対策の徹底
■解体・改修工事等における石綿ばく露防止対策の徹底労働災害と健康の状況 見える化の取組

神奈川産業保健支
援推進センター
産業保健の相談

神奈川働き方改革
推進支援センター

建設業「見える化」の推進 

「 見 え る 化 」 と は 職 場 に ひ そ む 危 険 な ど を 目 に 見 え る 形 に し て 、

効 果 的 に 災 害 防 止 を 推 進 す る 取 組 で す 。 「 見 え る 化 」 す る こ と に

よ り 、 労 働 者 の 安 全 意 識 が 高 ま り 、 安 全 活 動 の 活 性 化 の 効 果 が

期 待 で き ま す 。  


